
商工業支援施策のご案内

秋田県三種町
みたねちょう

～豊かな自然と大地の恵み、心ふれあう協働のまち～

じゅんさい摘み採り風景



三種町は、秋田県の北西部に位置し、東西約２５㎞、南北約２０㎞で、２４８㎢の面積を有し
ています。西は日本海、東は緑の山々に面し、北に世界遺産白神山地が美しく見渡せます。
気候は、四季の移り変わりが明瞭で、年間の平均気温は１０℃前後と温暖ですが、冬は低温で日
本海特有の北西からの強い季節風が吹きます。降雪日数は４０～５０日で、積雪は平野部で１０
～５０㎝、山間部では１００㎝以上となります。
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総人口
（令和２年８月末）

１５，９３８人

男 ７，４０３人

女 ８，５３５人

世帯数 ６，８６２世帯

三種町の概要

労働力人口 ８，７７９人

就業者数 ８，３８６人

事業所数 ７７７所

商業地の標準価格
（平均価格）

６，６８０円/㎡

年 平均気温 最高気温 最低気温 降水量
日照時間
（月平均）

年間降雪量

30 12℃ 38.7℃ -9.3℃ 122mm 123.73h 165cm

31 13℃ 38.2℃ -6.3℃ 57mm 148.64h 71cm

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 三種町産業導入促進条例

適用基準

措置事項 措置範囲 適用期間

投下固定資本額 従業員

2,800万円超 雇用者15人超 課税免除 固定資産 ３年間



条例名等 対象者の要件 内 容

三種町工場誘致等
奨励条例

○工場の新増設
①投下固定資産（土地を
除く）
1,000万円超

②町内雇用者５人超

【奨励金】
○固定資産税相当額の範囲（土地を
除く）

○期間 ５年間

工場誘致等奨励
事業

○土地取得（当該土地取得後、１年以内に工場等の建設に着手し
たときに交付）

【用地取得助成金】
○町内に2,000㎡以上の土地を取得（土地造成含む）
○取得価格の1/3助成
○１事業所３千万円限度
【雇用助成金】（１人３年間限度）

○町内に住所を有する新卒者、転入者及び35歳未満の離職者
１人年額36万円

○町内に住所を有する35歳以上の離職者の正規社員
１人年額24万円

○町内に住所を有する非正規社員
１人年額12万円

新規進出支援事業 【設備工事、機械器具、備品購入補助】
○対象経費の３０％補助
○１事業者上限２００万円
○対象事業費は５０万円以上
○機械器具、備品の場合は単価３万円以上
○三種町商工会へ事業計画書を提出し、経営指導を受け、審査会
の承認を受けたもの

資格取得支援事業 【資格取得に対する助成金】
○対象資格 国家資格・国家検定等
○補助対象経費の２分の１以内の額
○１人又は１事業所、上限１０万円

中小企業振興資金 【融資】
○保証料町全額補助
○利子補給あり（1/2以内）

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉

略称 資金使途 限度額 期間 金利

マル三

運転・設備 2,000万円 １０年

1.75％

マル三小口
1.55％

マル三創業




